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○
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
四
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
第
十
八
条
及
び
第
九

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
規
則
を
実
施
す
る
た
め
、
平
成
八
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
四
十
五
号
（
基
準
器

検
査
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り
等
に
つ
い
て
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

（
都
道
府
県
知
事
及
び
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
用
い
る
基
準
器
）

第
一
条

基
準
器
検
査
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
表
の
一
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非

自
動
は
か
り
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
六
一
一－

二
附
属
書
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
。

（
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
）

第
二
条

規
則
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
六
一
一－

二
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附
属
書
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
分
銅
又
は
は
か
り
を
用
い
て
行
う
方
法
で
あ
っ
て
、
基
準
器
検
査
を
行
う
都
道
府
県
知
事
が
国
立
研
究

開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
に
そ
の
実
施
に
係
る
具
体
的
細
則
を
通
知
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
承
認
を
得
た
も
の
と

す
る
。
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○
基
準
器
検
査
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り
等
に
つ
い
て
（
平
成
八
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
知
事
及
び
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
用

（
都
道
府
県
知
事
及
び
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
用

い
る
基
準
器
）

い
る
基
準
器
）

第
一
条

基
準
器
検
査
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
表
の

第
一
条

基
準
器
検
査
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
表
の

一
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り
は
、
日
本

一
及
び
次
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り

工
業
規
格
Ｂ
七
六
一
一－
二
附
属
書
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
。

は
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号

）
第
百
三
十
一
条
か
ら
第
百
三
十
三
条
ま
で
及
び
第
百
八
十
二
条
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
読
取
限
度
（
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構

を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
目
量
（
補
助
表
示
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ

っ
て
は
そ
の
目
量
）
、
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は

目
量
の
十
分
の
一
又
は
感
量
の
十
分
の
一
）
が
基
準
器
検
査
を
行
う
分
銅

の
基
準
器
公
差
の
五
分
の
一
以
下
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
目
量
又
は

感
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
非
自
動
は
か
り
に
あ
っ
て
は
、
特
定
計
量

器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
百
三
十
一

条
か
ら
第
百
三
十
三
条
ま
で
及
び
第
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
は
適

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
）

（
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
）

第
二
条

規
則
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定

第
二
条

規
則
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定

め
る
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
六
一
一－

二
附
属
書
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
分

め
る
方
法
は
、
基
準
分
銅
、
上
位
の
実
用
基
準
分
銅
又
は
法
第
百
四
十
四

銅
又
は
は
か
り
を
用
い
て
行
う
方
法
で
あ
っ
て
、
基
準
器
検
査
を
行
う
都

条
第
一
項
の
認
定
事
業
者
が
特
定
基
準
器
に
よ
る
校
正
等
を
さ
れ
た
計
量

道
府
県
知
事
が
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
に
そ
の
実
施

器
を
用
い
て
定
期
的
に
校
正
を
行
っ
た
計
量
器
及
び
基
準
は
か
り
又
は
経

に
係
る
具
体
的
細
則
を
通
知
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
承
認
を
得
た
も
の

済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り
を
用
い
て
行
う
方
法
で
あ
っ

と
す
る
。

て
、
基
準
器
検
査
を
行
う
都
道
府
県
知
事
が
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
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合
研
究
所
に
そ
の
実
施
に
係
る
具
体
的
細
則
を
通
知
し
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
承
認
を
得
た
も
の
と
す
る
。
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